
　
食
品
事
故
な
ど
の
問
題
が
発
生
し
た
場

合
な
ど
に
、
流
通
ル
ー
ト
を
速
や
か
に
特

定
す
る
た
め
米
や
米
加
工
品
の
取
引
等
の

記
録
を
作
成
・
保
存
す
る
こ
と
を
事
業
者

に
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
消
費
者
の
皆
様
の
商
品
選
択
の

際
の
参
考
と
す
る
た
め
、
事
業
者
に
産
地

情
報
の
伝
達
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

　
消
費
者
で
あ
る
私
た
ち
に
も
関
わ
り
の

あ
る
法
律
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
私
た
ち
も
法
律
を
知
る
こ
と
で
、

「
安
心
・
安
全
」
な
お
米
を
未
来
へ
繋
げ

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
詳
細
は
、
農
林
水
産
省HP

ま
た
は
、

北
海
道
農
政
事
務
所
旭
川
地
域
セ
ン
タ
ー

（
℡
０
１
６
６
・
７
６
・
１
２
７
７
）

「
米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
」

を
ご
存
じ
で
す
か
？

「市民後見人養成研修　啓発セミナー」を開催します「市民後見人養成研修　啓発セミナー」を開催します「市民後見人養成研修　啓発セミナー」を開催します「市民後見人養成研修　啓発セミナー」を開催します
　判断能力が衰えてきている方が不利益を被らないようサポートしていくことが必要になっています。

　国では、そのような方々を保護し援助してくれる市民後見人を平成24年から養成しています。

　本年度、幌延町では北海道及び豊富町と共催し、10月～ 11月の6日間にわたり「市民後見人養成研修」

を開催します。

　判断能力が低下した家族の後見人になることを考えている方・成年後見制度とはどのような制度か学習し

たい方などを対象にしています。

　ご家族・ご自身の将来の備えとしては勿論、幌延町を皆で支え、皆で考える機会にしていきませんか。

　福祉関係者・金融機関・事業所の方々にも、ぜひ、この機会に成年後見制度について学んでいただきたい

と思ます。

　研修に先立ち、啓発セミナーを開催しますので「どのような内容か知りたい」など、関心のある方はぜひ、

ご参加ください。

日　　時　　　　平成26年8月29日（金）午後6時30分～午後8時30分
場　　所　　　　幌延町保健センター　ＹＯＵ優
講　　師　　　　東京大学政策ビジョン研究センター
　　　　　　　　　市民後見研究実証プロジェクト　　佐々木  佐織 先生
＊詳細、申込みについては後日、広報折込・告知端末機でお知らせする予定です。

成年後見制度とは
　認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断
能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
　例えば・・・
☆不動産や預貯金などの財産管理
☆介護などのサービスや施設への入所契約
☆遺産分割の協議
☆悪徳商法の被害防止など

市民後見人とは
　専門職ではなく一般の方が住民としての特性を
生かしボランティア精神に基づく市民活動として、
家庭裁判所から選任されてなる、第三の後見人で
す。

今後の市民後見人養成研修予定
①10月28日（火）～29日（水）　幌延町
②11月14日（金）～15日（土）　豊富町
③11月28日（金）～29日（土）　豊富町
　いずれも9：00～ 16：30位の日程で予定して
います。
　②③の豊富会場はバス等での送迎を予定してい
ます。
　修了者には北海道より「修了証書」が交付され
ます。
　詳細・申込みについては後日、広報折込・告知
端末などによりお知らせします。

問合せ先
幌延町地域包括支援センター（保健センター内）

電話・告知端末　５－１７９０

米トレーサビリティ制度が、
始まっています。

①業者間の取引等の記録の作成・
保存が平成２２年１０月１日から。
②産地情報の伝達が平成２３年７月１
日から、義務付けられています。
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